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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和2年8月20日(2020.8.20)
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   Ｃ０９Ｄ    7/65     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/63     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月7日(2020.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面側から順に第１ハードコート、第２ハードコート、及び透明樹脂フィルムの層を有し
、
上記第１ハードコートは、無機粒子を含まない塗料からなり；
上記第２ハードコートは、
（ｄ１）１分子中に３個以上の（メタ）アクリロイル基を有する多官能（メタ）アクリレ
ート；
（ｄ２）１分子中に２個以上の２級チオール基を有する化合物；及び、
（Ｅ）平均粒子径　１～３００ｎｍの無機微粒子；
を含む塗料からなり；
下記特性（イ）、及び（ロ）を満たすハードコート積層フィルム。
（イ）ハードコート積層フィルムの上記第１ハードコート面とは反対側の面とフロート板
ガラスとを貼合し、上記第１ハードコート面に質量１１０ｇの鋼球を高さ３０ｃｍから自
由落下させ、上記第１ハードコート面側から目視観察したとき、鋼球による打撃の痕跡を
何ら認めない。
（ロ）荷重を１ｋｇとしたこと以外はＪＩＳ Ｋ ５６００－５－４：１９９９に従い測定
した上記第１ハードコート表面の鉛筆硬度が３Ｈ以上。
 
【請求項２】
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上記第２ハードコートが、
（ｄ１）１分子中に３個以上の（メタ）アクリロイル基を有する多官能（メタ）アクリレ
ート；
（ｄ２）１分子中に２個以上の２級チオール基を有する化合物；
（ｄ３）１分子中に２個の（メタ）アクリロイル基を有する（メタ）アクリレート、１分
子中に１個の（メタ）アクリロイル基を有する（メタ）アクリレート、及びウレタン（メ
タ）アクリレートからなる群から選択される１以上の（メタ）アクリレート；及び、
（Ｅ）平均粒子径　１～３００ｎｍの無機微粒子；
を含む塗料からなる請求項１に記載のハードコート積層フィルム。
 
【請求項３】
上記成分（ｄ３）が、１分子中に２個の（メタ）アクリロイル基を有する脂肪族ウレタン
（メタ）アクリレートを含む請求項２に記載のハードコート積層フィルム。
 
【請求項４】
上記成分（ｄ３）が、下記一般式（１）で表される構造を有する化合物を含む請求項２又
は３に記載のハードコート積層フィルム：
【化１】

式中Ｒ１、Ｒ２は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基であり；
Ｒ３は脂肪族アルキレン基である。
 
【請求項５】
上記一般式（１）中のＲ３が、橋かけ環炭化水素基を含む請求項４に記載のハードコート
積層フィルム：
 
【請求項６】
上記成分（ｄ３）が、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレートを含む請求
項２～５の何れか１項に記載のハードコート積層フィルム。
 
【請求項７】
上記一般式（１）中のＲ３が、（ＣＨ２）ｎであり、ここでｎが２以上の自然数である請
求項４に記載のハードコート積層フィルム：
 
【請求項８】
上記成分（ｄ２）が、１分子中に２個又は３個の２級チオール基を有する化合物を含む請
求項１～７の何れか１項に記載のハードコート積層フィルム。
 
【請求項９】
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上記第１ハードコート形成用塗料が、（Ａ）多官能（メタ）アクリレート、（Ｂ）撥水剤
、及び（Ｃ）シランカップリング剤を含み、かつ無機粒子を含まない請求項１～８の何れ
か１項に記載のハードコート積層フィルム。
 
【請求項１０】
更に下記特性（ハ）及び（ニ）を満たす請求項１～９の何れか１項に記載のハードコート
積層フィルム。
（ハ）上記第１ハードコート表面の水接触角が１００度以上。
（ニ）上記第１ハードコート表面の往復２万回綿拭後の水接触角が１００度以上。
 
【請求項１１】
上記第１ハードコートの厚みが、０．５～５μｍである請求項１～１０の何れか１項に記
載のハードコート積層フィルム。
 
【請求項１２】
上記第２ハードコートの厚みが、５～３０μｍである請求項１～１１の何れか１項に記載
のハードコート積層フィルム。
 
【請求項１３】
請求項１～１２の何れか１項に記載のハードコート積層フィルムを含む画像表示装置。
 
【請求項１４】
請求項１～１２の何れか１項に記載のハードコート積層フィルムを含む物品。
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